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第 9 回大和川流域委員会 議事録 

開催日時：平成 17 年 12 月 21 日(水)9:30～12:30 

場所：奈良県文化会館小ホール  

委員出席数：出席 12 名、欠席 5 名（黒田委員、小松委員、椎葉委員、中川委員、和田委員） 

１．議事経緯 

（１）第 8 回大和川流域委員会審議報告、現地視察会報告 

第 8 回大和川流域委員会審議報告および現地視察会について報告された。 

また、11 月 22 日の現地視察会において委員から質問のあった点について、前迫委員より「イ

チョウの種子の雄雌の区別」、「都祁村のスズラン群落が残った理由」、「ヨシに外来種はあるの

か」についての補足説明があった。 

（２）委員会の意見整理例（案）について意見交換 

主な意見及び補足説明は以下のとおり。 

(a)整理表の全体構成やカテゴリーについての意見交換 

○地域区分は場所的に区分けがされているが、河川整備計画を考えるときには、指定区間や内

水区域などの管理者（行政機関）で区分けするという考え方もあり得るのではないか。 

○大和川流域委員会は、直轄区間を主眼としている。川は一体のものであるということはよく

わかるが、やはり直轄区間ということを前提にして考えていくのが我々の役割ではないかと

思う。 

(b)「空間利用」に関する意見整理例（案）についての意見交換 

○「樹木の保護」であれば、枯らさないように何かをするという努力が加わる。単に樹木を刈

り取らないというようなことであれば、保護という言葉ではなく、保全という言葉だろうと

思う。河川本来の植生を残すということと、草花を植えるということは相反することである。 

○以前の委員会の席では「保護」という言葉が使われているが、必ずしも非常に積極的な働き

かけをするという意味ではなかったかもしれない。「保護」をとって「樹木のあり方」とい

う言葉としてはどうか。 

○空間利用では、「河川内における樹木の保護のあり方」を意見として抽出するのではなく、「樹

木の下で釣りをしたときの癒しの空間」といった、大和川を人がどのように利用しているの

かといった点を抽出すべきではないか。また、「治水・管理上の考えから芝生が張られてい

る」ではなく、「ツクシやタンポポ摘みなどの空間利用が必要である」という意見の方が重

要である。ここでは、大和川を人がどのように利用し、また、利用していきたいのかといっ

た人と川との関わり方の点を意見として抽出すべきではないか。 

○大和川の場所場所での景観の特性、個性を活かすということも、「空間利用」か、「特徴・歴

史」の中にくみ上げて頂きたい。例えば空間利用に「大和川の景観についてそれぞれの地域

にあった評価の指標をみつける」とあるように「大和川のそれぞれの場所の表情を活かした

河川景観のあり方を考える」という項目を加えてはどうか。 

○「地域住民の手による花草の育植」というのは、地域住民の人が川に親しむという点では、

川に入れないところが非常に多いので、堤防の上からでも、きれいな川を見て頂ければとい

う意味である。ただ花壇となると、誰が管理するかという問題がある。地域の人に任せると、

将来にわたって権利みたいなものが発生しないだろうかということが心配である。 

○空間利用で河川に芝生がある部分もあっても良いと思う。また、自然の成り行きで帰化植物

が競争の中で優占的に生えているものを意図的に本来の植生にしなければならないという
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のは間違いではないか。利用などのことも考えてまとめていかなければならないと思う。 

○現在の項目をもっと整理して、「川に親しむ」、あるいは「河川管理上から考えた植生のあり

方」という具合にひとくくりにし、その中には人工的なものもあれば、自然的なものもある

というふうな考え方でもいいのではないかと思う。 

→大和川の大阪府域の高水敷の利用を見ると、今すぐ利用できる部分では98％以上がグラウン

ドなどに利用されている。そういう意味では、グラウンドを自然に戻すことも、この委員会

の意見としていただいたと感じている。 

(c)「環境」に関する意見整理例（案）についての意見交換 

○「刈り取り」と「草刈り」には、技術用語として非常に微妙な言葉の使い分けがあるという

ことを念頭に置いて、今日のところは「刈り取り」という言葉で一応進めていきたいと思う。 

○浄化槽などが理想的に機能していれば、糞便性大腸菌が川にどんどん入ってくるということ

はあまりないはずであるが、実際は非常に高濃度になっている。子供が安心して遊べる川を

目指すという点では、糞便性大腸菌群の起源を明らかにするということを意見として加えた

いと思う。 

○「外来種の課題」では魚だけが挙げられているが、アレチウリなどの植物の外来種について

も考えていく必要があると思う。 

○「横断工作物による水質の悪化」とあるが、横断工作物が水質を悪化するという研究事例が

あるかというと疑問に思う。意見を調整するときには適正な表現にしておかないといけない

と思う。また、「生物の生息環境への影響」とあるが、生息環境へどう影響を及ぼしたのか

ということを時間的に明らかにすることは大変難しい。正しくは「生物の生息環境の変化」

というふうにとらえていくべきである。 

○「刈り取りと野焼きによる生態系への影響」とあるが、植生を復元、再生することが野焼き

や草刈りの目標であり、生態系への影響ではなく、「生物の生息環境の変化」に変える方が

良いのではないかと思う。 

○「水質浄化に関するヨシなどの保護」とあるが、湖では確かに浄化効果はあるが、河川でヨ

シが水質浄化をしたという事例は今のところない。大和川の場合はヨシによる水質浄化より

も、ヨシによって蒸散で水量がなくなるということの方が問題である。 

○委員会の意見として外に出していくということになると、学術的にきちんと通用するような

言葉にして、概念とか文学的な常識ででき上がっている言葉はできるだけ排除をしていかな

いといけないのではないか。 

○ヨシは景観としての位置づけはしっかりしているが、水質浄化として大和川の川の中のヨシ

を位置づけたら大変である。空間利用か景観のところへ動かして欲しい。また、ヨシが茂っ

てヨシキリがいたりするのは、湖の中のことである。湖の中で行われていることが、川の中

でも当然起こるだろうという、常識はやめて欲しい。大和川においては、ヨシが茂るという

ことは、生態学的に見ても、治水上から見てもマイナスになる。 

○大和川のヨシのうち80％くらいがセイタカヨシだが、水の中より陸の上にたくさんあり、鳥

が来たりするなど良いと思う。 

○意見をそのままの言葉で項目に挙げているために、影響や保護などの直接的な言葉が入り、

方向性が出すぎている。もう少し客観的な項目として挙げて頂く方が議論しやすいのではな

いか。 

○将来河川整備計画を立てるうえで、水質汚濁の問題を河川管理者がどう取り組んでいくかと

いうことは、大事なことである。水質問題については、汚濁発生の問題、河川の水質汚濁対
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策の問題を、カテゴリー、サブカテゴリーのところできちんと整理し、論理化されて書かな

いといけないのではないか。 

○水質汚濁の発生源という言葉や、現状を把握する努力という項目が欠けていると思う。また、

「支川を含めて水質をより適切に保つ」については「水質を適切に保つ」という表現で良い

のではないか。 

○あまりにも細かい項目になり過ぎているので、例えば河川の植生と動物とか大きな項目で書

いて、その中で個々の話を書いていけばすっきりすると思う。ヨシの問題は、空間利用だけ

でなく、環境にも残すところもあったら良いと思う。 

○大きいな枠のくくりの整理にしてしまうと、どこの川でも共通になり、ある程度大和川の特

徴がわかるような項目立てが良いと思う。 

○大和川の生物に関する情報が余りにも少なく、何が問題かという点が見えていない。「生物系

データベースの構築」と書いているところでそういった情報の蓄積がされていくと考えてよ

いのか。 

→データベースを整理し、それを契機に調査が深まったり、もう少しデータが必要だという要

望も出る。そういうことからうまく進んでいくのではないかと考えている。 

(d)「利水」に関する意見整理例（案）についての意見交換 

○川を掘り下げて取水が出来なくなった場合は、上流の高いところから従来の位置まで導管を

引けば簡単だが、権利等あって難しい。川底を掘削することと、利水の両方を考えて計画を

進めていく必要がある。「井堰の効率化」については、地域で相談をして、将来の計画とし

て持っておかなければならないという意味も含んでいる。 

○直轄区間の整備計画というカテゴリーの中で利水を考えると何も出てこない水系全体で議論

するのか、直轄区間だけで議論するのかで、問題の立て方の形が変わってくるのではないか。 

→直轄区間の中には、佐保川にたくさんの井堰があり、吉野川分水や淀川、紀の川から大量の

水道用水が入ってくる。また、築留で大量の水が取水されているということもあり、直轄区

間でも議論はあるのではないか。 

(e)「治水」に関する意見整理例（案）についての意見交換 

○全体のバランスの問題として、亀の瀬の問題が治水のところだけならサブカテゴリーで扱う

こともあるのではないか。「緊急河川道路の整備」、「ソフト対策とハード対策」は、人との

関わりやリスクマネジメントみたいなものであり、何かそのような形で整理してみてはどう

か。 

○河川整備基本方針を今考えているというのであれば、基本高水をどうするか、委員会で考え

る余地が出てくるのではないか。また、これまでの治水対策、河道対策が水辺の横断方向の

連続性を分断しており、そういうやり方を考え直そうという議論がカテゴリーから抜けてい

る。 

○流域委員会は河川整備計画について意見を申し上げるという役割であり、河川整備基本方針

に関しては踏み込むことはないと考えている。また、河川の横断形に関しては、大事なファ

クターであると思う。 

(f)「教育・住民活動」に関する意見整理例（案）についての意見交換 

○「地域と結びついた学校教育を重視した空間利用、環境問題」という項目があるが、学校教

育というところに限定せず、地域連携ということも含めた社会教育を入れて頂けたらと思う。 

○これまでハード面に大きな力が注がれてきたことに対して、ソフト面にもっと注意し、力を

入れて欲しい。例えばＮＰＯや大学間ネットワークなどソフト対策を河川整備計画の中で重
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視して欲しいということをサブカテゴリーの中に入れていただきたい。もちろん子供も大事

だが、住民参加、住民の声を聞く、住民の意見を河川整備計画に反映するなど、住民の力を

もっと掘り起すことがあるのではないか。 

○ＮＰＯという言葉を何処かに入れて頂ければと思う。ネットワーキングの継続性が保てるよ

うなメカニズムを根づかせることが大事だと思う。人づくり、地域づくりというようなもの

を河川整備計画の中に反映させて欲しい。 

○「子供が遊んだり泳げる川を目指す」というが、なぜ子供でないといけないか。生活の場で

あれば大人だろうと子供だろうと１つで良いのではないか。 

○学習館で勉強したり教えたりすることは何もないのではないか。情報を集めて、みんながそ

れを知ったり、接したりすることで自然にレベルが上がっていくことが良いのであって、教

育というのはやめたい。大和川環境館みたいなものを目指し、教える人も教えられる人も同

列だというのが環境のベースであるし、流域委員会の思想だと思う。 

○資料２－２「委員会意見の追加」に書かれている委員の方から頂いた意見は、それぞれのカ

テゴリーに含まれているというように考えたい。 

(g)相互の関連に関する意見整理例（案）についての意見交換 

○このカテゴリーが整備計画の目的でもあるように思う。特徴、歴史を生かして空間を利用す

るというカテゴリー間の関連や、大阪府域、奈良県域等、区域別別にマトリックスにすれば

何か目標が見えてくるような気がする。 

(h)その他意見整理例（案）についての意見交換 

○正常流量をどうするかという大事な項目があるが、今後ご意見が頂けたらありがたいと考え

ている。 

 

２．その他 

第10回流域委員会の日程について、速やかに調整しお知らせすることが報告された。 

 

 

以上 


